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事 業 名 称 二宮町一色小学校区 地域空き家等循環再生事業 

事業主体 名 二宮町・一色小学校区地域再生協議会 

連 携 先 二宮町、神奈川県住宅供給公社 

対 象 地 域 二宮町一色小学校区 

事業の特 徴 

・住民・町・公社で組織する協議会組織で空き家の発生を防止し、住まいを利活用

するために住民の啓発を行う事業であること。 

・若者の移住の促進と公社の賃貸住宅と持ち家の間での世帯の循環居住を実現

し、エコリノベなどの取り組みを進めることで地域の価値を高めること。 

成 果 空き家にしないための住まいの利活用読本（原案） 

成果の公表先 協議会だより（月 1，2回発行）、 ホームページなど 

１．事業の背景と目的 

 空き家は一般的に居住者が高齢化し具体的な行動が起こせなくなってから発生する。そのため空

き家予備軍のうちに対策を講じる必要があり、本事業では「空き家にしないための住まいの利活用

講座」と題して住民の啓発を進めている。その目的はこうした空き家予備軍の住宅を有効に利活用

してこの地域への若い世帯の移住を促進し、公社賃貸住宅と戸建住宅の間の循環居住や多世代近居

を実現し、健康やエコなどを考えた暮らし方リノベーションにより地域の価値を高めることにある。 

２．事業の内容 

（１）事業の概要と手順 

 空き家にしないことを目標に、以下のような高齢者の居住状況に応じた検討ステージを設定し、 

① から⑨までの事業を段階的に実施していく計画である。 

 図１ 事業フロー図               空き家にしないための検討ステージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② アメニティ 

 リノベーシ 

 ョン講座 

⑧ 公社賃貸と戸建住宅の循環居住促進策の実施 

家仕舞検討期 利活用期 

体制構築 

循環促進 

啓発育成 

 

➄ 協議会の中に空き家部会設置 

➅（仮称）リノベセンターの設置（コンサルティング体制構築） 

 

⑦ 利活用モデル住宅（断熱仕様）の提示 

取組ステップ 
健住期 

① 住まいの 

 利活用講座 

➂ 近居等の居住 

実態調査 

④利活用読本作成 

⑨ 専門家による利活用事業の実施支援 
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 平均寿命は伸びる傾向にあるが、健康寿命との間には 10年ほどの乖離がある。空き家にしないた

めには住宅で健康に生活し（健住期）、健康な内に利活用対策を検討し（家仕舞検討期）、家族など

と相談しながら利活用する（利活用期）。そうした検討ステージで取り組みを計画している。 

 2018年度は啓発育成のステップで①から④までの事業を行なった。2019 年度からは啓発育成の

①や②の講座を行いながら⑤⑥の体制構築のステップ、2020年度はさらに⑦⑧⑨の循環促進のステ

ップに進む計画である。 

（２）事業の取組詳細 

 ①住まいの利活用講座 

 10月 12日「シニア世代 家計と住まいのライフプラン」木村道子講師 

 10月 30日「住まいを生かす整理収納」丸山としこ講師 

 11月 21日「住まいと暮らしのリノベーション」原大祐講師 

 1月 27日「空き家トラブルを防ぐ相続対策」高橋大樹講師 

②アメニティリノベーション講座 

 12月 1日「住まいを快適に長持ちさせるリフォーム」岸田壮史講師 

 12月 11日「地域の価値を高めるリノベーション 健康・エコ。持続向上」竹内昌義講師 

 1月 20日「健康で心地よい住まいのリノベーション 事例紹介」加賀谷幸子講師 

 2月 11日「断熱・省エネのためのワークショップ」（公社住宅を活用） 

③近居などの居住実態調査 

東海大学加藤仁美研究室と連携して百合が丘団地の住民アンケート調査を実施（8月から 9月に

かけて実施 回収率 50%以上）した。2月 3日にシンポジウムを開催 

（３）成果 

①住まいの利活用講座 

  年金生活者のキャッシュフローのシミュレーションから概ね 80歳未満に預貯金がなくなるた 

 め住宅資産の利活用が必要であること。しかし認知症を発症してからはほとんど利活用などの手 

 が打てなくなるため、健康なうちに相続対策と利活用対策を講じる必要性が浮き彫りになった。 

②アメニティリノベーション講座 

  従来住まいの長寿命化対策としては耐震補強と省エネ化が重要とされてきたが、熱中症、ヒー 

 トショックなどに代表されるように断熱による住宅の健康対策の必要性が浮き彫りになった。 

  特に２月 11 日の断熱・省エネのためのワークショップには座学とは違って DIYによるワーク 

 ショップであったため、多くの関心を集めることができた。北側の窓と壁の断熱対策として内窓 

 の製作と断熱材貼り付けを行なった。また南側の掃き出し窓には市販のハニカムスクリーンを取 

 り付けた。 

  写真１ 内窓の製作と断熱材貼り付け        写真２ 掃き出し窓（ハニカムスクリーン 
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③近居などの居住実態調査とシンポジウムの開催 

 公社賃貸住宅、戸建住宅ともに高齢世帯などが増加し空き家予備軍が増加している。一方では  

40%を超える近居の実態があり、多様な住宅の必要性と循環居住の可能性が確認できた。こうした

成果を踏まえて 2月 3日にシンポジウムを開催した。空き家の発生を防止するとともに地域の世帯

循環や循環居住を促進し、地域の活性化を図ることの重要性が確認できた。（参加者約 40名） 

 

 図２ 戸建住宅の近居の実態  

 

 図３ 公社賃貸住宅の近居の実態                

      

                出展：東海大学加藤仁美研究室の報告データから引用 
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写真３ シンポジウム「空き家を出さない元気なまちづくり」（２月３日）の会場風景 

 

④空き家にしないための住まいの利活用読本（原案） 

上記２つの講座などを実施する中で空き家予備軍の住民（高齢夫婦、高齢単身世帯など）に読ん 

でもらいたい利活用読本の原案イメージができてきた。講座の成果を含めた形で整理すると以下の

通りである。 

 

『空き家にしないための住まいの利活用読本』（原案） 

 

はじめに 

この読本は皆さんが大切なマイホームを健康に暮らしながら長持ちさせて次世代にどのように 

譲っていけば良いかを考える入門書として作成しました。家族構成などによって状況は千差万別で

すが、通常考えられる課題を取り上げています。元気な内に早め早めに手を打っていけば大切なマ

イホームを空き家にして次世代に迷惑をかけることもありません。そうは言ってもなかなか実行で

きないのが人間です。この読本をもとにみんなで読書会などを開きながらお互いに助けあっていき

ましょう。 

 

第１章 人生設計（ライフプラン）を見直そう！ 

 平均寿命はどんどん伸びて、これからは人生 100 歳時代が来ると言われています。退職年齢の引

き上げなども並行して行われています。とはいえいつまでも働くこともできませんから年金や貯蓄

の取り崩しが基本的な生活の原資になってくるのが現実です。しかも、病気や心身の衰えから介護

費や医療費の負担も増えてきます。さらに持ち家の場合には、土地建物の固定資産税や修繕費、維

持管理費も大きな負担になってきます。よほどの貯蓄や資産がない限り、つまり平均的な高齢者に

とって老後は不安なものとなります。 

 その不安を解消するためには、今後の家計についてキャッシュフローなどのシミュレーションを

行いながら、人生設計を見直してみるのが良いと思います。しっかりとこれを行うにはファイナン

シャルプランナー（FP）の手を借りた方が良いと思いますが、簡単なシミュレーションであれば自

分でも作成することができます。ここではその一例を示します。 
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 まず家計における収入と支出を家族構成や支出項目に応じて把握します。次に収入と支出を時系

列に並べてキャッシュフローを予測します。収入と支出の差が貯蓄額等となります。 

 このような手順でキャッシュフロー表を作成すると、何歳くらいで預貯金が底をつくかの予想が

つきます。遅くともその時期までに皆さんの住宅資産が利活用されていないと不安ですね。 

 と言っても住宅資産の活用には様々な準備や家族との相談が必要になります。心身が健康な内に

検討する必要があるのはそのためです。利活用を検討する際には改めてキャッシュフロー表の作成

が必要になります。人生 100歳まで生きても生活は安泰というのが理想です。 

 

     表１ 家計の収入と支出の把握（出展：木村道子講師の講演データを引用） 

     

     表２ キャッシュフロー表の作成（出展：木村道子講師の講演データを引用） 
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第２章 健康寿命を延ばそう！ 

 人生 100年というのは平均寿命のことですが、平均寿命が伸びても健康寿命がそれに伴って伸び

なければ人間は本当に幸せとは言えないと思います。現在平均寿命と健康寿命の間には約 10年の

差があります。この期間が空き家の発生リスクを高めるのです。 

 

 健康寿命を延ばすには、「食事」「運動」「生きがい」などが大切と言われています。生活習慣病

などを予防し、心（メンタル）の健康を保つ、それが必要であるのはいうまでもありません。しか

し、高齢者になるほど多くの時間を過ごす住まいが健康に及ぼす影響について私たちはこれまであ

まり気に留めてこなかったのではないでしょうか。 

 私たちは健康を維持するための快適な住まいのあり方に注目しています。夏の熱中症、冬のヒー

トショックに住まいの環境が影響していることはかなり認識されてきましたが、健康という面では

冬の室内温度が特に重要です。 

 

図４ 平均寿命と健康寿命（出展：プロサーチ高橋大樹講師の講演データを引用） 

 

 

 

図５ 住まいが健康に及ぼす影響（出展：加賀谷幸子講師の講演データから引用） 
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 英国の冬季室内温度指針では 18度が許容温度、21度が推奨温度とされています。住まいの断熱

性能はとかく省エネの視点からのみ注目されがちでしたが、断熱性能の良い住まいは健康にも良い

ことが実証されてきています。 

 

図６ 英国の冬季室内温度指針（出展：加賀谷幸子講師の講演データから引用） 

 

図７ 住宅の断熱グレードのアップによる健康改善（出展：加賀谷幸子講師の講演データから引用） 
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第３章 健康に暮らすための住まいのリフォーム 

 長年住み慣れたマイホームもだんだんと老朽化が進みます。どうしても台所やお風呂などを新し

くしたいというようなことに目が行きます。もちろんそうした住まいの機能性の向上も必要ですが、

住まいを長持ちさせて健康に暮らすためには、「構造」「断熱・気密性」「防水」の３つが重要です。

これは今後の住まいの利活用を考える際にも必要なことです。 

 これまでの大地震の経験からも老朽化した在来木造住宅の被災によって高齢者が死亡するケー

スが多く報告されています。まずは構造の安全性をチェックする必要があります。あなたのお住ま

いが昭和 56 年（１９８１年）以前の建物である場合には、耐震診断をされることをお奨めします。

またこうした建物は断熱性能もかなり低いと考えられます。耐震診断をされる場合には断熱・気密

性、防水の痛み具合なども合わせてチェックしてもらいましょう。 

 断熱性、気密性を高めることは省エネだけでなく健康にも大きな影響を与えます。特に窓からの

熱の流出流入量が多いので、まずは窓を二重サッシなどに取り替えるとか内窓をつけるなどの対策

から検討するのが良いと思います。部屋全体の断熱性能を上げる場合には、壁、天井、床などを見

直していきます。 

 またリフォームされる場合には予算の問題もありますが、これらの工事をバラバラとやって手戻

りがないように計画的に考えて実施していくことが大切です。 

 

 図８ 耐震基準などの変遷（出展：岸田壮史講師の公演データを引用） 

 

 図９ 住宅における熱の出入り（出展：岸田壮史講師の公演データを引用） 
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写真４ 簡単な住まいの断熱（出展：岸田壮史講師の公演データを引用） 

       

 

第４章 健康なうちに住まいの利活用や相続対策を考えよう！ 

 健康寿命を維持して末長くマイホームで暮らすのが理想ですが、人間の身体機能には限界があり

ます。特に認知症は 65歳以上の高齢者の 4人に 1人が発症する可能性があると指摘されています。

認知症が発症し本人の意思確認ができなくなると定期預金の解約や不動産の売却などはできなく

なります。こうした判断能力の不十分な方を保護し支援する制度として成年後見制度がありますが、

この制度は被後見人の財産を守る（減らさない）ことが目的であり、積極的な利活用などは難しく

なります。 

 こうした課題を解決する方法として、将来相続の対象となる家族間での十分な協議や信頼関係が

前提になりますが、改正信託法で導入された家族信託を活用することができます。住まいの利活用

も相続対策もともに家族の理解と協力が必要ですから、健康な内に家族信託の活用について検討す

ることはいわゆる終活としても適切なものではないでしょうか。 

 

 図 10 成年後見制度とその限界（出展：高橋大樹講師の講演データを引用） 
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図 11 財産管理と相続対策（出展：高橋大樹講師の講演データを引用） 

 

    

 

図 12 家族信託の設計例（出展：高橋大樹講師の講演データを引用） 
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図 13 住宅資産の一般的な活用方法（木村道子講師の講演データを引用一部加筆） 

 

 

 

 

 住まいの利活用については個々の状況により様々なケースが考えられます。一般的に現在の住宅

から住み替えるか、住み続けながら活用するかの２つに分かれます。重要なことはどの場合であっ

ても新たな住宅への負担が従前の住宅の利活用で十分に補填され、老後の安心や資金が確保できる

ことです。そうでないと次世代に新たな負担を残すことにもなりかねません。 

 また、利活用に当たっては地域の住環境を毀損しない事が大切です。例えば売却して敷地を小さ

く分割してしまうことなどがそれに該当します。住宅は個人のものですが、それらが集まって形成

してきた住環境は地域共通の資産です。住環境が維持されないと次の世代への継承などに影響が出

てきます。今の若い世代は住宅の古さはリノベーションでカバーできると考えていますが、住環境

の劣化は好まない傾向があります。。 

 

 

あとがき 

 『空き家にしないための住まいの利活用読本』（原案）は現時点ではあくまで原案（骨子）です

が、基本的なシナリオは上記の通りです。空き家にしないためには、高齢者の家計、健康と住まい

の関係、相続や住まいの利活用など、多岐にわたる課題を総合的にしかもわかりやすく解説して理

解してもらう必要があり、最初はあまり詳細な部分にとらわれないことが重要です。 

 2018年度の講座はこうしたシナリオを想定してプログラムを作ってきたが、今後はこのシナリオ

をさらに補強する形の講座を開催してこの読本を完成させたいと考えています。この読本をもとに

住民の啓発を行い、空き家を発生させないための相談や利活用につなげることを目指しています。 
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３．評価と課題 

 

① 住まいの利活用講座および②アメニティリノベーション講座 

講座全体を通じて具体的に課題を抱えている人の参加（毎回 20 名程度、シンポジウムは 40 人） 

に限定された印象があり、本事業の取り組みの目的から広く啓発するための対策が必要である。 

 当初から想定していたことではあるが、空き家にしないという目的を重視すると健康と住まいの

関係は不可欠のテーマである。その中でも「断熱・省エネのためのワークショップ」を行ってまで

力を入れたのは断熱リノベーションということである。このワークショップには DIYにも興味のあ

る若者を中心に約 25名の参加があり、関心のある高齢者の見学も多かった。2019年度以降の展開

のためにも DIY愛好者の組織化は重要なものと考えている。 

 

③ 近居等の居住実態調査 

 東海大学との連携ができたことも成功の要因であるが、協議会の呼びかけにより住民のアンケー

トへの関心と回収率が高くなり、その結果近居に限らずかなりの居住実態が把握できた。この結果

は今後の施策展開の基礎的な検討材料になるものと考えている。また、この協議会の対象区域の強

みは通常の戸建住宅地と違って低廉な家賃の公社賃貸住宅が存在することである。近居の実態は私

たちがもう一つの目的として掲げている地域における世帯循環、循環居住の促進を図る上でも大き

な足がかりになると考えている。 

 

④ 空き家にしないための住まいの利活用読本（原案） 

 空き家にしないという目的を掲げた時点で、空き家を防止するにはどうしたことをやる必要があ

るのか、特に高齢夫婦や高齢単身世帯の人たちに、この多岐にわたる課題をどのように理解しても

らうかが課題になると考えてきた。今回の講座はそれを意識したプログラムであったが、各講師は

期待に応えてくれて基本的なシナリオは一応まとめられたと考えている。 

 住民に空き家にしないためには何を考え、その対策を早めに講じていくかの重要性を全体として

理解してもらうことがこの読本のテーマである。講座の弱点は多岐にわたる空き家問題ついて毎回

は個別のテーマを取り上げざるを得ないことである。個々の講座はもとより講座全体を通じて参加

してくれる人が少ない状況であることから、2019 年度はまずこの読本原案などを基に入門講座を行

い、その後シナリオに沿ってより詳しい講師による講座を開催するのが良いと考えている。それは

各講師に一般論ではなく事例紹介などを重視してもらうことにもなるだろう。 

 

４．今後の展開 

 冒頭の事業フローにあるように、今後は講座を行いながら「空き家にしないための住まいの利活

用読本」を完成させ、住民の啓発を図りながら、具体的な相談などに対応できる体制を構築し、公

社賃貸住宅と戸建住宅などの間の循環居住、多世代近居の促進策を検討していく。 

 神奈川県住宅供給公社のこの団地での過去３年間の住宅リノベーションなどの取り組みによっ

て新たな入居戸数や人口の社会増加の成果が見えてきたことがあげられる。この成果はまだ地域人

口の自然増加までは至っていないが、入居した若い世帯からは出産・子育てに進む世帯が期待でき

る。そうなると、公社の賃貸住宅では手狭になってくることから地域における戸建住宅への住み替

えの期待が増加してくるものと予想される。今後はそれが大きなテーマになる。 

 したがって、協議会としても 2019 年度から空き家活用部会を設置し、住民へのより一層の浸透

を図るとともに、公社の廃止住棟などの空きスペースを活用して住まいの相談や断熱リノベーショ

ン等の推進体制を構築する予定である。また、循環居住の具体的な促進を図るため、戸建住宅から 
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公社賃貸住宅に住み替える住民に対しては事後の利活用支援方策なども検討していきたい。 

 さらに今回公社賃貸住宅で実施した断熱リノベーションについては、団地内外の DIY好きの若い

人たちを中心に好評であった。高齢者が健康に暮らしていくためにも必要なリノベーションと考え

ている。既存の工務店などがこうした工事にあまり手をつけていないこともあり、当面は材料メー

カーなどと連携しながら DIY集団の育成と組織化により、低廉な工事費用で高齢者の支援を行なっ

ていく体制も合わせて構築したいと考えている。 

  

私たちは空き家問題を単独の政策課題としてはとらえていない。コミュニティの再生の課題であり、

地域再生の課題である。地域の住宅は古くなってもリノベーションして住み熟す事ができるが、地

域の魅力は一度壊れると取り戻すのはなかなか難しい。こうした取り組みによって、若者にとって

も高齢者にとっても魅力的で活力ある地域づくりを進めて行きたいと考えている。 

 

 

表３ 公社賃貸住宅の新規契約数の推移と二宮町の社会増 

 

 

 写真５ 内窓の製作など DIY 活動で盛り上がる若手グループ 
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 以上の活動の目標と今後の取り組みのイメージを表したのが次の図である。 

 

図 14 地域内循環居住の実現に向けて（模式図） 

 

 

 

 

 

■事業主体概要・担当者名 

設立時期 平成 28年 5月 28 日設立 

代表者名 岡村 昭寿 

連絡先担当者名 廣上正市  

連絡先 
住所 〒259-0133 神奈川県中郡二宮町百合ケ丘 1-9-14 

電話 080-3209-4669 

ホームページ 

http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp/soshiki/seisakusomu/chiikiseisak

u/chiikishien/c02/isshikisyougakkoukuchiikisaiseikyougikai/index.html 

 

※参考 https://www.nino-satoyama.com/  

 

https://www.nino-satoyama.com/

